
滋
賀
。宮
町
遺
跡

１
　
所
在
地
　
　
　
滋
賀
県
甲
賀
郡
信
楽
町
大
字
官
町

２
　
調
査
期
間
　
　
一
九
八
六
年

（昭
６．
）
〓

一月
を

一
九
八
七
年
三
月

３
　
発
掘
機
関
　
　
信
楽
町
教
育
委
員
会

４
　
調
査
担
当
者
　
蒋
野
泰
樹

（滋
賀
県
教
育
委
員
会
）

５
　
遺
跡
の
種
類
　
集
落
跡

６
　
遺
跡
の
年
代
　
奈
良
時
代
中
期

７
　
遺
跡
及
び
木
簡
出
土
遺
構
の
概
要

宮
町
遺
跡
は
、
目
指
定
史
跡

「紫
香
楽
官
跡
」
か
ら
北
方
約
二
血
の
狭
除
な

信
楽
谷
の
北
端
に
位
置
し
、
三
方
を
山
に
囲
ま
れ
た
小
盆
地
に
立
地
す
る
。

宮
町
地
区
で
は

一
九
七
五
年

か
ら
、
県
営
圃
場
整
備
事
業
が

開
始
さ
れ
た
が
、
そ
の
際
数
本

の
柱
根
が
発
見
さ
れ
た
。
後
に

こ
の
柱
材
の
一
本
が
年
輪
年
代

測
定
に
よ
り
、
天
平

一
五
年

（七
聖
一一）
秋
に
伐
採
さ
れ
た
こ

と
が
判
明
し
た
。
ま
た
広
範
囲

に
わ
た
っ
て
奈
良
時
代
の
遺
物

の
散
布
が
分
布
調
査
で
認
め
ら
れ
た
た
め
、　
一
九
八
二
年
か
ら
発
掘
調
査
を
実

施
し
て
い
る
。

そ
の
結
果
、
東
西
四
Ｏ
Ｏ
ｍ
、
南
北
二
Ｏ
Ｏ
ｍ
の
範
囲
で
大
き
な
掘
形
の
掘

立
柱
建
物
七
棟
を
は
じ
め
と
す
る
遺
構
が
検
出
さ
れ
、
紫
呑
楽
官
と
の
関
連
が

指
摘
さ
れ
た
。

一
九
八
六
年
に
行

っ
た
第
四
次
調
査
で
は
、
掘
立
柱
建
物
や
土
竣
等
か
ら
、

八
世
紀
中
頃
の
多
数
の
上
器
や
木
製
品
が
出
上
し
た
。
こ
れ
ら
の
出
土
品
に
は

漆
の
付
着
し
た
土
器
や
転
用
硯
、

墨
書
土
器
も
含
ま
れ
、

「万
病
膏
」
と
墨
書

さ
れ
た
須
恵
器
芥
ょ
出
上
し
て
い
る
。
こ
の

「万
病
膏
」
は
、
『
延
喜
典
薬
式
』

の
中
に
兵
庫
寮

。
近
衛
府
等
に
支
給
さ
れ
、
ま
た
遣
唐
使
等
の
対
外
使
節
の
携

帯
す
る
薬
名
と
し
て
も
記
載
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
木
製
品
は
下
駄

。
木
槌
等
が
出
上
し
、
木
簡
は
、
推
定
径
約
八
ｍ
の
上

娠

（自
然
流
路
，
し
か
ら
付
札
が
三
点
、
東
西
方
向
に
流
れ
る
濤
か
ら
付
札

一
点
、

文
書
木
簡
の
断
片
五
点
の
計
九
点
が
出
上
し
た
。
判
読
で
き
る
も
の
は
、
濤
か

ら
出
上
し
た
次
の
六
点
で
あ
る
。

８
　
木
簡
の
釈
文

・
内
容

〔王
己

ω
　
　
　
　
　
へ
垂
見
□

×
□
王
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（霞
▼
ミ
ゞ
枷
露

②

　

奈
加
王

□

（μＯ
的）
Ｘ
（ヽ
Φ）
×
∞
　
Φ∞
μ

(水 口)



1987年出上の木簡

〔七
ヵ
〕

天
平
十
□
年

（
８

９

×
６

Ｊ

×
『
　
ｏ
盟

④

　

へ
志

×
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（ド９

Ｘ
じ

添

ｏ曽

〔購
畠

⑤

　

へ
小
□

へ
淡
□
　
　
　
　
　
　
〔刑
≧
一日］　　　　　　　　　　　　　　　　（中『∞）
〉〈（∞『）
〉〈『　　Φ∞ド

⑤

　

「
＜
□

一
斗
□
□
石

一
回
」
　

　

　

　

　

　

　

μ⇔賀
〕箕
∞
露

こ
れ
ら
の
材
質
は
全
て
檜
材
で
、
⑥
以
外
は
木
質
の
状
態
等
か
ら
同

一
個
体

と
見
ら
れ
、
諸
王
の
名
を
列
記
し
た
歴
名
木
簡
で
あ
る
。

判
読
で
き
る
人
名
の
う
ち
、
②
の

「奈
加
王
」
が

『続
日
本
紀
』
の
天
平
宝

字
元
年

（七
五
七
）
五
月
丁
卯
条
に
無
位
よ
り
従
五
位
下
に
叙
せ
ら
れ
、
同
年
七

月
戊
午
条
で
讃
岐
守
に
任
じ
ら
れ
た

「奈
賀
王
」
、

ま
た
④
の

「垂
見
王
」
は

同
書
の
天
平
勝
宝
三
年

（七
五
こ

正
月
辛
亥
条
で
三
嶋
真
人
の
姓
を
賜
わ
っ
た

「垂
水
王
」
の
可
能
性
が
あ
る
。

今
回
の
木
簡
の
出
上
で
、
当
遺
跡
と
紫
香
楽
官
と
の
関
連
が
さ
ら
に
注
目
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

（鈴
木
良
章
）




